
平成 19年 6月 21日 
 

一般質問 
「第 2清掃工場建設にかかわる談合事件について」の質問と答弁 

 
 

質問者： 改革市民会議 伏見 隆 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

注意 
 
注１： 私の発言は原稿がありますので、ほぼ全文を掲載していますが、行政の答弁

については手持ちのメモに基づいており、全文を掲載していません。全文は議事録を

入手後、「議会での発言」コーナーに掲載したいと考えています。 
 
注２：市長及び担当部長は、実際は丁寧な表現で答弁されていますが、簡略化して掲

載しています。 
 
注３：質問方式は一括質問一括答弁方式、持ち時間は答弁を含め 1時間、質問回数 
は 3回まで。ただし、いくつかの質問のうちここでは「第 2清掃工場建設にかかわる
談合事件について」の質問及び答弁のみ掲載しております。 
 



本件については、先日の全員協議会においても、いくつか質問致しております。 
時間が限られていたこともあり、すべての答弁について再質問することは致しま

せんでしたが、のちに答弁の細部を吟味した結果、再度お尋ねしておきたいこと

もございます。 
また、昨日の一般質問と重なる点もありますが、ご了承お願い致します。 
 
尚、多くの市民は、新聞やテレビの情報に頼らざるを得ない状況であり、「マス

コミで報じられていることが、本当なのかどうか 確認したい」というのが市民

の感情ではないかと思います。従いまして、質問の中にはマスコミの再質問のよ

うな内容のものも ありますが、市長ご自身の口から直接お聞きしたいと思いま

すので、ご了承お願い致します。 
 
それでは 9点お伺いします。 



質問内容 行政側答弁 
（１） 先日の全員協議会での答弁では、 
市長ご自身は、「談合に関与しておらず、

金品の授受は一切ない」とのことでし

た。また、市長の後援団体が、業者 あ

るいは個人から、献金または金品を受け

たかどうかについては、「把握していな

い」との答弁でした。その後、調査され

た結果、どうだったのでしょうか。お尋

ねします。 
（２） 新聞報道では、平原容疑者との 
会合で、談合防止についてお話をされた

とのことですが、その他にどのようなこ

とが話題になったのか、どのような雰囲

気だったのか、お酒ははいっていたの

か、ご記憶の範囲で結構ですのでお答え

下さい。  
また、この会合は、談合防止のための 

勉強会であったとの報道もあります。初

田議員はこの勉強会のメンバーだった

ものと思われますが、なぜ、当時 36人
いる市議会議員からただ 1 人、初田議
員だけが、この勉強会に参加されること

になったのかもお尋ねします。 
（３）先日、ＮＨＫニュースで、「枚方 
市にある 大学の校舎建設工事に絡ん

で、工事を受注した建設会社から、初田

議員に 1 億円が支払われた疑いがある
ことがわかった」との報道がありまし

た。本件については、具体的に枚方市の

契約に関係があるかわかりませんが、第

2 清掃工場以外の案件で 初田議員か
ら市長に働きかけはなかったでしょう

か。また、市長以外に働きかけをしてい

ることを認識されたことはないでしょ

うか。 

（１）～（５）、 
（８）～（９）への共通答弁 
 
【中司宏市長】 
現在、まだ捜査中であり、捜査に協力

していくという立場から、具体的な内

容について現時点での答えは差し控え

させて頂きたい。 



（４）先日の全員協議会での「市役所関 
係者で、平原容疑者と面識のあった方 
のお名前を 全員あげて頂きたい」との

質問に対する答弁は頂けませんでした。

一方、次の日の新聞に「木下副市長にも

警部補紹介」と掲載されておりました。

市長がご紹介された方々の名前だけで

結構ですので、お答え下さい。 
（５）同じく全員協議会での「平原容疑 
者が、談合にかかわっている可能性が 
あると考えられる契約案件は 他にあ

りますか」とのお尋ねに対し、財務部長

からは、「事実確認できない」との答弁

を頂きました。市長は、平原容疑者と 

第２清掃工場建設の件以外に、具体的な

案件について お話されたことはあり

ますか。また、ある場合は、どの件でし

ょうか。お尋ねします。 

 

(1回目の質問) 
（６）枚方市の契約システムにおいて、 
一般競争入札の導入、予定価格や最低 
入札価格等の公表、電子入札システムの

導入など、これまで談合防止策がとられ

てきたことは承知しておりますが、入札

契約事務に市長が関与できないシステ

ムになっていることの詳細については

把握しておりません。このシステム内容

についてご説明下さい。 
また、6月 15日の新聞報道で、「1億 5
千万円を超える工事では、入札前に、市

長が予定価格を決裁し、副市長が契約締

結の際に再度決裁する仕組み」と記載さ

れていましたが、これは事実でしょう

か。お尋ねします。 

【横田進財務部長】 
設計金額 1 億 5000万円以上の工事で
は、市長が工事施工の決裁を行う。新

聞の報道と異なり、設計金額の記載の

ない決裁文書が回付される。その後、

不正行為の排除の観点から予定価格な

ど、価格記載のない発注案を総合契約

検査室で作成し、公正性の観点から財

務部長及び各事業部署の部課長で構成

する「請負工事資格審査等委員会」で

審査を行い決定する。この発注案に記

載する予定価格などの価格決定につい

ては、1 億円以上は財務部長が専決者
となり、それ以下の価格は総合契約検

査室長等で行っている。 

（2回目の質問） 
（６）枚方市の工事施工にかかる設計 

【寺農斉重点プロジェクト推進部長】 
平成 3年 7月 30日、通達第 2号によ



金額の決定に、市長が関われないシステ

ムを構築している旨の答弁を頂きまし

たが、いつから、このようなシステムを

採用しているのか、お尋ねします。 
また、入札の まえ段階である予算措置

についても、確認しておきたいと思いま

す。予算金額の決定過程は、どのような

仕組みになっているのか、お尋ねしま

す。問題になっている平成 17 年 11 月
の入札に先だって、補正された予算額は 

どのような過程をへて決められたのか、

についてもお尋ねします。 

り施行している。 
 
【井原基次企画財政部長】 
本市の総合計画及びこれに基づく実施

計画の事業や公約施策等を具体化する

ための事業として個々の事業ごとに内

容等を十分に精査し、検討を加えた上

で各担当部署から予算要求をして頂く

ことになっている。 
具体的な予算編成の事務については、

各担当部署から予算要求書の提出があ

った事業について、財政課においてヒ

アリング等を実施した上で企画財政部

として予算案の集約を行う。そうした

上で市長を含む理事者が出席する会議

において予算案の確認をした上で市長

の決裁を得るシステムとなっている。 
平成 17 年 9 月補正予算における当該
事業については、入札が不応札となっ

たことを受け、担当部署から予算要求

があり、これに基づき今申し上げたシ

ステムにのっとって作業を進め、最終

的に市長の決裁を得た。 
（3回目の質問） 
（６）先ほどの井原企画財政部長の答弁

では、市長は予算額決定に関与できると

解釈しますが、それを前提にお尋ねした

いと思います。 
平成 17 年 11 月の、談合があったとさ
れる入札の予定価格を決める際には、厳

格な契約システムによって、市長が関与

できないことを説明頂きました。 
それでは、その入札の まえ段階に当た

る、9月の補正予算の編成において、当
該案件の予算額を決定する際、担当部署

が提出した予算要求書の金額を市長が

【中司宏市長】 
これまでも申し上げてきたとおり、私

自身が談合にかかわったことは一切な

いし、また、個々の事業に関して担当

部署が適正なプロセスを積み上げてき

た内容を私の一存で覆すような決定を

行ったことはない。 



指示し、金額を変更したのか、それとも

担当部署の金額を市長はそのまま承認

して決定したのか、お尋ねします。 
（1回目の質問） 
（７）2000年以降の入札で、大林組、 
淺沼組が、単独、または、他社と共同で 
落札した案件はどれくらいありますか。

また、どの案件なのかお尋ねします。そ

れらの案件について談合情報はなかっ

たのかについてもお尋ねします。 
 

【横田進財務部長】 
資料の関係上、調査可能な範囲内での

答えとなる。 
大林組については、淺沼組と共同企業

体で現在施工中の仮称、第 2清掃工場
建設の 1件だけとなる。淺沼組につい
ては、平成 13 年度に公共下水道第
355･356工区藤田町汚水支線・汚水管
の布設工事、平成 14 年度に仮称、南
部市民センター新築工事、平成 16 年
度には仮称、氷室高区配水場築造工事

を受注している。 
談合情報の有無については、南部市民

センターの工事には談合情報があった

が、その他の物件については手元に確

認する資料がなく、当時の担当職員か

らの聞き取りの結果によるが、談合情

報が寄せられたようなことはない。 
（2回目の質問） 
（７）南部市民センターの入札に関し

て、談合情報があったとのことですが、 
その情報を受けて、どのような対応をさ

れたのかお尋ねします。 
今回の談合事件から考えると、談合情報

のなかった他の２件についても、談合を

疑わざるを得ません。あらためて調査す

べきではないかと思いますが、どのよう

にお考えかお尋ねします。 
 

【横田進財務部長】 
平成 14 年第 3 回定例市議会の議事録
及び入札監視委員会の会議の概要から

の説明となる。 
入札参加者公表後に匿名による談合情

報がもたらされ、談合情報対応マニュ

アルに沿って入札参加業者等から事情

聴取を行っているが、この事情聴取か

らは談合の事実確認は認められていな

い。これらのことについては公正取引

委員会や入札監視委員会へ報告を行っ

ているが、入札監視委員会では、さら

に事情聴取だけではなく、入札参加者

に詳細な設計積算の内訳明細書を提出

させ、積算書を確認することの意見を



 
 
 

 
 
 

頂き、その検証を行っている。これら

の結果を入札監視委員会に報告し、そ

の会議において談合の事実は認めがた

いとの意見を頂き、総合的に判断して

談合の事実はないと認め契約手続きを

行っている。 
淺沼組の 2物件については、書類がす
べて整った上で当時の談合情報の有無

を再度点検する。問題となっている第

2 清掃工場の入札に関してだけでな
く、淺沼組の 2物件についても公正取
引委員会及び入札監視委員会の報告を

行っていく。 
（８）先日の全員協議会や、今月の議会 
初日の挨拶で市長は、一貫して、談合 
に関与していないことを明言されまし

た。一方、18日の報道では、「枚方市長
「大林が仕切れ」」、19日の報道には「市
長、承知で決裁」などの見出しで、あた

かも、市長が、談合に関与していたかの

ような記事が、新聞に掲載されておりま

した。これらの記事について、思い当た

る点があるかどうか、お尋ねします。 
（９）19日のテレビニュースで、副市 
長が、「副市長に選ばれた謝礼として、 
市長に 10 万円分の商品券を贈った」、
また、「枚方では市長に謝礼を贈ること

が慣例になっていた」と話しておられる

ということですが、実際はどうなのでし

ょうか。お尋ねします。 

 



最後に、この件で要望を申し上げます。 
 
市長は官製談合を防止すべく、全国の自治体の中でも、トップクラスと言

えるくらいのシステムを築いて来られました。また、6月 7日の全員協議会 
及びこれまでの新聞報道において、一貫して自らの談合への関与、そして

金品の授受については一切ないと述べられてきました。私どもの会派とし

ましても、官製談合はないと考えております。 
    しかしながら、マスコミの報道や検察の動きなどから、企業間で談合があ
ったことは、間違いなさそうでありますし、警察官ということで、本来考

えられないことではあるにせよ、市長が、副市長や当時の市議に紹介した

人物が、今回の談合事件の中心にいた可能性があることについての責任は、

逃れられないものと考えます。 
 
私たちは、この責任の取り方として、まず、なぜ、このような事件が起こ

ったのか、徹底した調査を行い、真相を明らかにすること、今後、二度と

このような事件が起こらないよう対策を講じること、そして、談合による

無駄な税金の支出を何としてでも取り戻すことであると考えます。 
    さらには、市長が副市長も一切談合に関わっていないとおっしゃるのであ
れば、起訴されるか、不起訴にされるかは現時点ではわかりませんが、起

訴された場合には、裁判で無罪を勝ち取るまで、市長としての任務を果た

す必要があると考えます。 
     
マスコミの報道を受けて、この談合に、市長も関与していると思われてい

る市民もたくさんいらっしゃると思いますが、どれほどの非難を浴びたと

しても、これらのことを、市長として懸命にやりぬく姿を見せることで、 
市民からの信頼回復を果たされることを強く要望し、すべての質問を終わ

ります。 
 


